別記様式第４（第３条関係）記　入　例
【研究業績に重点を置いた評価】


研　究　業　績　目　録

氏　名　　　○　　○　　○　　○　　　　　　　　　　　　　　２０○〇年○月○日現在

著書
１）筑波花子，茨城太郎『○○に関する研究』○○出版社，330頁，2022年
２）筑波花子「○○に関する研究」（○○○研究会編『○○の分析』○○大学出版部，450頁）2020年

査読付学術雑誌論文
１）筑波花子「○○の考察」，『○○学会論文集』12巻3号，(12頁)　[印刷中]。
※印刷中の業績は証明書を添付すること
２）Ibaraki Taro*, Tsukuba Hanako*, “Japan and China, 1900-1910,” Journal of Asian Studies, Vol. 2, No. 4, pp. 30-41, 2019.
※学術雑誌の名称は正式名称を記載すること

査読付国際会議論文
１）Tsukuba Hanako, “On the Disclosure of Diplomatic Records,” Proceeding of 17th International Congress of East Asian History, Macao, China, 14pages, 2018

* equally contribution 

その他　　著書○件　査読付学術雑誌論文○件　査読付国際会議論文○件


※著者リストは掲載誌における掲載順・氏名表記のままとする（改姓しても改姓後の氏名に置換しない）。氏名の体裁は掲載誌に準ずることが望ましいが，研究業績をソフトウェア等で一律に管理している場合，掲載誌に合わせて修正する必要はない。
※国際会議論文で，会議録書名では国際会議の名称が明らかでない場合には，略称で無い国際会議の名称を開催地の直前に記すこと。
※巻号を通したページ番号がなく，論文番号がある場合は，開始頁-終了頁の代わりに論文番号と総頁数を記す．論文番号も無い場合はURLと総頁数（またはその目安）を記す。
※印刷体と電子版の出版年月が異なる場合は印刷体出版年月を記すことを原則とするが，書類作成時に電子版のみ出版済みなら，Published Online等の表記と併せて電子版出版年月を記載する
[bookmark: _Hlk206421535]※共同第一著者(equally contribution )を主張する場合は，査読付学術雑誌論文2)のように該当する著者名に記号を付し，欄外に注記をつけること。
[bookmark: _Hlk206421552]※責任著者(Corresponding Author)を主張する場合も前項に準じること。


「研究業績目録」の記入要領


１　ワープロソフト等で作成すること。Ａ４判用紙を用いて，上下左右とも２cm程度の余白をとること。氏名は印刷による記名でよい。なお，必要に応じて英語版書式を用いること。
２　年号は西暦で記載すること。
３　「研究業績目録」には，最近５年間（履歴書等提出年の５年前の１月１日以降）の研究業績の中から，重要と思われる業績を合わせて５件（選考基準で規定する必要件数が５件未満の場合は，その件数以上５件以内）記載すること。ただし，最近５年より前の業績であっても，候補者の業績の中で特に重要な位置付けができるものは１件に限り含めることができる。なお、本人または共著者が過去の本学採用・昇任時に研究業績目録に記載した業績を使用することはできない。この条件では５件又は選考基準の必要件数に不足する場合は，５年より前の業績を加え，それでも不足する場合はその件数でよい。
４　「研究業績目録」には，部局細則で定める研究業績の区分ごとに新しいものから順に番号を付して業績を記載すること。該当する業績のない区分は省略すること。研究業績の定義については部局毎に異なるため，予め提出先の組織に確認をすることが望ましい。
５　著書は，著者リスト，著書名，発行所，頁，出版年を記載し，著者リストの本人の氏名に下線を施すこと。分担執筆の場合は，分担部分の著者リスト，分担した章名等，頁，編著者リスト，署名，発行所，頁数，出版年を記載すること。
６　学術論文は，著者リスト，論文題目，雑誌名及び巻号（又は会議録書名，会議開催地），頁，発表年の順に記載し，本人の氏名に下線を施すこと。共著者が多数の場合は適宜省略し，何人の共著の何番目の著者か分かるようにすること。雑誌名は略称ではなく，正式名称を記載すること。
７　この「研究業績目録」のほかに，「全研究業績一覧」（参考様式を参照）を別途作成のうえ，提出すること。
８　印刷中のものは「印刷中」と明記したうえで記載できる。この場合には，発行者の刊行(出版)証明書，又は査読等を経て正式に受理されたことが証明できる書類を添付すること。
９　部局人事委員会が認める著書，学術論文以外の研究業績を記載する場合，学術論文に準じた項目を記載するものとし，詳細は提出先組織に確認すること。
10　別記様式第４（第３条関係）の「その他」の欄における研究業績の分類は，それぞれの組織の分類に従って記述してよい。
11　記入例について
記入例に厳密に従わなくとも，業績の特定ができ，かつ，その頁数及び発表時期が明記できていれば，それぞれの組織や研究分野の様式に従って記載してよいが、著者リストは必ず先頭に記載すること。
